
○岡山市建築基準法施行細則 

昭和４８年６月２５日 

市規則第５６号 

改正 昭和５１年３月５日市規則第９号 

昭和５２年１１月３０日市規則第６７号 

昭和５３年２月２８日市規則第７号 

昭和５４年３月９日市規則第７号 

昭和５６年２月１６日市規則第１号 

昭和５７年２月２７日市規則第６号 

昭和５９年３月２３日市規則第１６号 

昭和６１年１２月２６日市規則第７０号 

昭和６２年１１月７日市規則第８８号の２ 

昭和６３年１月２８日市規則第１号 

平成元年３月１５日市規則第８号 

平成２年３月２６日市規則第１１号 

平成５年３月１０日市規則第１５号 

平成５年６月２４日市規則第５８号 

平成６年８月３０日市規則第１３２号 

平成８年７月１日市規則第８８号 

平成１１年５月１日市規則第１２１号 

平成１２年３月２２日市規則第６４号 

平成１２年９月２８日市規則第１７６号 

平成１２年１２月２８日市規則第１９６号 

平成１３年６月２７日市規則第１６５号 

平成１４年５月１日市規則第１０６号 

平成１５年２月２５日市規則第２６号 

平成１６年３月１７日市規則第３０号 

平成１７年３月２２日市規則第１７４号 



平成１８年３月２３日市規則第７６号 

平成１８年１２月５日市規則第２９０号 

平成１９年６月１１日市規則第２８３号 

平成１９年８月２１日市規則第３０８号 

平成２１年２月１６日市規則第２９号 

平成２１年５月２１日市規則第１３８号 

平成２２年１２月２０日市規則第１６４号 

平成２７年６月１日市規則第１３２号 

平成２８年７月１３日市規則第１８０号 

令和３年３月２６日市規則第６０号 

令和５年２月１６日市規則第７号 

令和７年３月３１日市規則第６４号 

岡山市建築基準法施行細則（昭和４３年市規則第３９号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。），

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。），建築基準法

施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び岡山市建築基準

法施行条例（平成１２年市条例第１１８号。以下「施行条例」という。）の施行につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（連署人及び代表者） 

第２条 法，政令，省令，施行条例又はこの規則により申請又は届出をする者が未成年者

又は成年被後見人である場合においては法定代理人又は成年後見人，被保佐人である場

合においては保佐人の連署を必要とする。 

２ 法，政令，省令，施行条例又はこの規則により許可，認定，指定（以下「許可等」と

いう。），承認，判定，検査又は確認の申請及び計画通知の手続を建築主に代つてしよ

うとするときは，当該申請書に建築主の委任状を添えなければならない。 

３ 法，政令，省令，施行条例又はこの規則により申請又は届出をする者が法人である場

合においては，その名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければな



らない。 

第３条及び第４条 削除 

（許可等申請） 

第５条 法の規定による許可又は認定（法第８６条から第８６条の５までの規定による許

可又は認定を除く。）を受けようとする者は，省令に規定する申請書の正本及び副本に，

それぞれ省令に規定する図書，別表１に掲げる図書並びに工場及び作業場，危険物の貯

蔵又は処理の用途に供する建築物にあつては，工場等調書（様式第２号）を添えて市長

に申請しなければならない。 

２ 法第５７条の２第１項の規定による指定を受けようとする者，法第５７条の３の規定

による指定の取消しを受けようとする者，法第８６条第１項若しくは第２項の規定によ

る認定を受けようとする者，法第８６条第３項若しくは第４項の規定による許可を受け

ようとする者，法第８６条の２第２項の規定による許可を受けようとする者又は法第８

６条の５第１項の規定による認定若しくは許可の取消しをしようとする者は，省令に規

定する申請書の正本，副本及び別表１に掲げる図書又は書面に，別表２の（あ），（い）

及び（う）を添えて市長に申請しなければならない。 

３ 法第８６条の２第１項の規定による認定を受けようとする者又は法第８６条の２第３

項の規定による許可を受けようとする者は，省令に規定する申請書の正本，副本及び別

表１に掲げる図書又は書面に，別表２の（あ）及び（い）を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

４ 施行条例第５条第１項ただし書，第２項ただし書若しくは第３項ただし書又は第６条

第１項ただし書若しくは第２項ただし書の適用除外の認定を受けようとする者は，認定

申請書（様式第２号の２）の正本及び副本に，それぞれ別表１に掲げる図書を添えて市

長に申請しなければならない。 

５ 市長は，許可等のため特に必要と認める場合においては，前各項に規定する図書のほ

か参考となる図書を添付させることができる。 

６ 第１項から第４項までの許可等又は許可等の取消しを受けた後でなければ，法第６条

第１項の規定による確認又は法第１８条第２項の規定による計画通知（以下「確認等」

という。）を要する建築物については，確認申請又は計画通知をすることができない。 



７ 市長は，第１項から第３項までの規定による許可等をしようとするときは省令の規定

による通知書を，第４項の規定による認定をしようとするときは認定通知書（様式第２

号の３）を許可等申請書の副本に添えて，申請者に通知するものとする。 

（変更及び取りやめ等） 

第６条 許可等を受けた者が当該工事を完了する前において，その申請書又は添付図書の

内容（前条の変更を除く。）を変更しようとする場合は，各通知書を添えて改めて許可

等を受けなければならない。ただし，その変更が既に許可等を受けた事項の範囲内であ

ると市長が認めたときは，この限りでない。 

２ 許可等又は確認等を受けた者が当該申請に係る計画を取りやめようとするときは，許

可等又は確認等の通知書を添えて取りやめ届（様式第３号）を，許可等又は確認申請若

しくは計画通知した者が許可等又は確認等を受ける前に当該申請書を取り下げようとす

るときは，取下げ届（様式第４号）を市長又は建築主事，若しくは所定の様式により指

定確認検査機関に提出しなければならない。 

３ 指定確認検査機関は，前項の届出の提出を受けたときは，その旨を市長に報告しなけ

ればならない。 

（名義等変更の届出） 

第７条 許可等又は確認等を受けた者が当該工事を完了する前において，次の各号のいず

れかに該当する内容の変更をしようとするときは，名義等変更届（様式第５号）を市長

又は建築主事，若しくは所定の様式により指定確認検査機関に提出しなければならない。 

（１） 建築主の変更又は建築主の住所若しくは氏名の変更 

（２） 工事監理者の変更又は工事監理者の住所若しくは氏名の変更 

（３） 工事施工者の変更又は工事施工者の住所又は氏名の変更 

２ 指定確認検査機関は，前項の届出の提出を受けたときは，その旨を市長に報告しなけ

ればならない。 

（工事監理者等の決定の届出） 

第８条 法第５条の６第４項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物につ

いて，確認申請書又は計画通知書を提出する際に工事監理者又は工事施工者が未定の場

合は，工事着手前に工事監理者又は工事施工者を決定し工事監理者・工事施工者決定届



出書（様式第６号）を建築主事，若しくは所定の様式により指定確認検査機関に提出し

なければならない。 

２ 指定確認検査機関は，前項の届出の提出を受けたときは，その旨を市長に報告しなけ

ればならない。 

（確認等の取消し） 

第９条 許可等又は確認申請書若しくは計画通知書に虚偽の記載をして，許可等又は確認

等を受けたことが判明した場合においては，市長はその許可等を，建築主事はその確認

等を取り消すことができる。 

（関係図書の提出） 

第１０条 省令第１条の３第７項の規定により，施行条例第２条第２項ただし書，第４条

第１項ただし書，第５条第１項ただし書，第２項ただし書及び第３項ただし書，第６条

第１項ただし書及び第２項ただし書並びに第８条第１項の規定の適用を受けようとする

者は，市長が必要と認める関係図書を提出しなければならない。 

２ 前項に掲げるもののほか，市長又は建築主事は，法，政令，省令又は施行条例の規定

に適合するものであることについての確認をするため特に必要があると認める図書の提

出を求めることができる。 

（特定建築物の指定及び定期報告） 

第１１条 法第１２条第１項の規定により政令で定めるもの以外の特定建築物で市長が指

定するものは，次に掲げるものとする。 

（１） 劇場，映画館又は演芸場の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床

面積の合計が２００平方メートルを超えるもの 

（２） 観覧場，公会堂又は集会場の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の

床面積の合計が５００平方メートル（屋外観覧席にあつては１，０００平方メートル）

を超えるもの 

（３） 旅館又はホテルの用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合

計が６００平方メートルを超えるもの又は３階以上の階をその用途に供するもの 

 （４） 病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。）又は児童福祉施設等の用

途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が６００平方メートルを



超えるもの又は３階以上の階をその用途に供するもの 

（５） 百貨店，マーケット，展示場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，

ダンスホール，遊技場，公衆浴場（個室付浴場業に限る。），待合，料理店，飲食店

又は物品販売業を営む店舗（床面積が１０平方メートル以内のものを除く。）の用途

に供する建築物で，階数が３以上で，かつ，その用途に供する部分の床面積の合計が

５００平方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が１，０

００平方メートルを超えるもの 

（６） 地下街の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が１，

５００平方メートルを超えるもの 

２ 省令第５条第４項の規定により定める書類は，次の表に掲げる書類とする。 

種類 明示すべき事項 

附近見取図 方位，道路及び目標となる地物など 

配置図 縮尺，方位，敷地境界線，敷地内の建築物の

用途，報告に係る建築物とその他の建築物と

の別，土地の高低，敷地周囲の道路など 

各階平面図 間取り，各室の用途，防火区画及び防火戸の

位置，避難設備の位置など 

その他必要図書   

３ 省令第５条第１項の規定による報告の時期は，次の各号に掲げる建築物の区分に応じ

当該各号に定める時期とする。 

（１） 政令第１６条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物（次号に掲げるもの

を除く。）及び第１項第１号から第３号までに掲げる建築物 平成３０年及び同年以

後３年ごとの年の４月１日から１２月３１日までの間であり，かつ，前回報告した日

から３年を超えない日 

（２） 政令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（旅館又はホテルの用途に供する

ものを除く。)及び第１項第４号に掲げる建築物 平成３１年及び同年以後３年ごと

の年の４月１日から１２月３１日までの間であり，かつ，前回報告した日から３年

を超えない日 

（３） 政令第１６条第１項第４号及び第５号に掲げる建築物並びに第１項第５号及



び第６号に掲げる建築物 平成２９年及び同年以後３年ごとの年の４月１日から１

２月３１日までの間であり，かつ，前回報告した日から３年を超えない日 

４ 法第１２条第１項の規定による報告に係る事項は，当該報告の日前３月以内に調査し

たものでなければならない。 

５ 省令第５条第３項の報告書の提出部数は，正副２通とし，定期調査報告概要書の提出

部数は，１通とする。 

（特定建築設備等の指定並びに特定建築設備等及び工作物の定期報告） 

第１２条 法第１２条第３項の規定により政令で定めるもの以外の特定建築設備等で市長

が指定するものは，次に掲げるものとする。 

（１） 前条第１項各号に掲げる建築物に設ける換気設備(法第２８条第２項ただし書又

は同条第３項の規定に基づき設ける換気設備に限る。)，法第３５条に規定する排煙設

備及び法第３５条に規定する非常用の照明装置 

（２） 前条第１項各号に掲げる建築物に設ける常時閉鎖若しくは作動をした状態にあ

る防火扉（各階の主要なもの）又は随時閉鎖若しくは作動をできる防火設備(防火ダン

パーを除く。) 

２ 省令第６条第４項の規定により定める書類は，前条第２項の表に掲げる書類とする。 

３ 省令第６条第１項及び第６条の２の２第１項の規定による報告の時期は，毎年４月１

日から翌年の３月３１日までの間であり，かつ，前回報告した日から１年を超えない日と

する。ただし，省令第６条第１項の規定に基づき国土交通大臣が定める検査の項目におい

ては，建築設備が設けられた前条第１項各号に掲げる建築物の種類に従い，同条第３項に

定める年度の報告とする。 

４ 法第１２条第３項の規定による報告に係る事項は，当該報告の日前３月以内に検査し

たものでなければならない。ただし，省令第６条第１項の規定に基づき国土交通大臣が

定める検査の項目において，市長が相当の理由があると認めたものについては，この限

りでない。 

５ 省令第６条第３項の報告書の提出部数は，正副２通とし，定期検査報告概要書の提出

部数は，１通とする。 

（道路の位置の指定，変更又は廃止） 



第１３条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定（以下「位置の指定」と

いう。）を受けようとする者は，道路の位置の指定（変更，廃止）申請書（様式第７号）

に省令第９条に規定する図書を添え市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，承諾した者の印鑑証明書及び承諾した者が当該土地又は建築物若

しくは工作物に関して権利を有することを証する書類を添付しなければならない。 

３ 市長は，第１項の申請書の提出があつた場合は，その内容を審査し，適当であると認

めたときは，道路の位置の指定（変更，廃止）通知書（様式第８号）により通知するも

のとする。 

４ 位置の指定を受けた道路（以下「位置指定道路」という。）の位置を変更し又は廃止

しようとする場合は，前３項及び省令第１０条の規定を準用する。ただし，市長が変更

又は廃止に係る審査に必要がないと認めた図書については省略することができる。 

５ 位置の指定を受けた者又は道路の位置の変更の承認を受けた者は，６センチメートル

角以上で長さ４５センチメートル以上のコンクリート又はこれに類するもので造った標

ぐいでその位置を表示しなければならない。ただし，側溝その他の永久構造物によりそ

の位置が明らかな場合は，この限りでない。 

６ 前各項に定めるもののほか，位置の指定，変更又は廃止に必要な事項は，市長が別に

定める。 

（道路とみなす道の指定及び廃止） 

第１４条 法第４２条第２項の規定により，市長が指定する道（以下「２項道路」という。）

は，都市計画区域内における法第３章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち

並んでいる幅員４メートル（法第４２条第１項の規定により指定された区域内において

は６メートル）未満，１．８メートル以上の道とする。 

２ ２項道路を廃止しようとする者は，２項道路廃止申請書（様式第９号）に関係図書を

添え市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申請については，前条第２項の規定を準用する。ただし，市長が廃

止に係る審査に必要がないと認めた図書については，省略することができる。 

４ 市長は，第２項の申請書の提出があつた場合は，その内容を審査し，適当であると認

めたときは，２項道路廃止通知書（様式第１０号）により通知するものとする。 



５ 前３項に定めるもののほか，２項道路の廃止に必要な事項は，市長が別に定める。 

（公共事業の施行区域内等における指定道路の廃止） 

第１５条 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定による供用開始がなされ

た道路（幅員が４メートル以上のものに限る。以下「１項１号道路」という。）の区域

内に存在する法第４２条第１項第４号の規定により指定された道路（以下「１項４号道

路」という。）及び位置指定道路は，当該区域内に存在する部分に限り，前２条の規定

にかかわらず，廃止されたものとみなす。 

２ １項１号道路の区域内に存在する２項道路で，当該区域内に全部が存在するものは，

前２条の規定にかかわらず，廃止されたものとみなす。 

３ 市長は，前２項の規定によりその全部又は一部が廃止された１項４号道路，位置指定

道路及び２項道路（以下「指定道路」という。）に係る部分で，特に残存する必要がな

いと認めるものについては，前２条の規定にかかわらず，廃止することができる。 

４ 市長は，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業の施

行地区の区域内又は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定に

よる開発許可を受けた開発区域内に存在する指定道路で，特に残存する必要がないと認

めるものについては，前２条の規定にかかわらず，廃止することができる。 

５ 市長は，形態の無い指定道路の全部又は一部で，特に残存する必要がないと認めるも

のについては，前２条の規定にかかわらず，廃止することができる。 

６ 市長は，第１項の規定により１項４号道路若しくは位置指定道路の全部若しくは一部

が廃止されたとみなされた場合，前３項の規定により１項４号道路若しくは位置指定道

路の全部若しくは一部を廃止した場合又は第１４条第２項に規定する申請により２項道

路の全部又は一部を廃止した場合には，その旨を公告しなければならない。 

（建ぺい率の緩和） 

第１６条 法第５３条第３項第２号の規定により，市長が指定する街区の角にある敷地又

はこれに準ずる敷地は，次の各号に掲げるものとする。 

（１） 街区の角（内角１２０度以内で交わる角地をいう。）にある敷地で道路（現に

幅員がそれぞれ４メートル以上のもの。以下この条において同じ。）の幅員の合計が

１２メートル以上あり，かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの３分の



１以上あるもの 

（２） ２以上の道路に接する敷地（街区の角にあるものを除く。）で道路の幅員の合

計が１２メートル以上あり，かつ当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの３

分の１以上あるもの 

（３） 直接又は道路を隔てて公園，広場，緑地，河川，沼沢又はこれらに類するもの

に接する敷地で前２号に準ずるもの 

（総合設計制度） 

第１７条 法第５９条の２第１項の規定による許可の適用対象地域は，商業地域又は近隣

商業地域（都市計画において定められた容積率が３０／１０以上の地域に限る。）とす

る。 

２ 建築物の容積率及び各部分の高さの上限に関する許可の基準は，市長が別に定める。 

３ 政令第１３６条第３項ただし書の規定により市長が同項の表（ろ）欄に掲げる数値に

よることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は，次のとおりとする。 

用途地域 面積 

商業地域 ７５０平方メートル 

（一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度） 

第１８条 法第８６条から第８６条の６の規定による認定又は許可の適用対象地域及び区

域面積の規模は，次の各号に掲げるものとする。 

（１） 法第８６条第１項の認定適用対象地域は岡山市全域とし，法第８６条第１項及

び第３項の規定により一の敷地とみなすこと等による制限の特例を受ける区域（以下

「一団地の区域の区域面積」という。）は政令第１３６条第３項表（ろ）欄の面積と

する。 

（２） 法第８６条第２項の認定適用対象地域は，法第８６条第２項及び第４項の規定

により一の敷地とみなすこと等による制限の特例を受ける区域（以下「一定の一団の

土地の区域」という。）が商業地域又は近隣商業地域（都市計画において定められた

容積率が，３０／１０以上の区域に限る。）とし，区域面積は７５０平方メートル以

上とする。 

（３） 法第８６条第３項及び第４項の許可適用対象地域は，一団地の区域又は一定の



一団の土地の区域が商業地域又は近隣商業地域（都市計画において定められた容積率

が，３０／１０以上の区域に限る。）とし，政令第１３６条の１２第２項の規定によ

り，読み替えて適用される政令第１３６条第３項ただし書の規定により市長が同項の

表（ろ）欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める区域面積の規模は，

次のとおりとする。 

用途地域 面積 

近隣商業地域 １，０００平方メートル 

商業地域 ７５０平方メートル 

２ 建築物の容積率及び各部分の高さの上限に関する認定及び許可の基準は，市長が別に

定める。 

（建築物の後退距離の算定の特例） 

第１９条 政令第１３０条の１２第５号の規定により市長が定める建築物の部分は，当該

敷地内の建築物の一部で，法第４４条第１項第４号の規定による許可を受けた公共用歩

廊その他政令第１４５条第２項に定める建築物に接続する部分とする。 

（道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差のある場合） 

第２０条 政令第１３５条の２第２項の規定により建築物の敷地の地盤面が前面道路より

３メートル以上高く，かつ土地の状況その他により安全上支障がない場合においては，

その前面道路は，敷地の地盤面と前面道路との高低差から２メートルを減じたものだけ

高い位置にあるものとみなす。 

（垂直積雪量） 

第２１条 政令第８６条第３項の規定により市長が定める垂直積雪量は，次の式により算

定した数値とする。 

垂直積雪量（単位メートル）＝（標高（単位メートル）－２．０）×０．０００４＋

０．２６ 

（法第２２条の規定に基づく指定区域） 

第２２条 法第２２条の規定により指定する区域は，都市計画区域内で防火地域及び準防

火地域を除く岡山市全域とする。 

（し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域の指定） 



第２３条 政令第３２条第１項の表に掲げる特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて

指定する区域は，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定により定め

られた事業計画において，法第６条第１項の確認の申請の日から２年以内に下水道法第

２条第８号に規定する処理区域に予定されている区域を除く岡山市全域とする。 

（住宅の容積率緩和の規定を適用しない区域） 

第２４条 法第５２条第８項第１号の規定により，市長が岡山市都市計画審議会の議を経

て指定する区域は，第１種住居地域，第２種住居地域，準住居地域，準工業地域，近隣

商業地域，商業地域とする。ただし，旧灘崎町及び旧瀬戸町の区域を除く。 

（住宅の容積率緩和の規定を適用する区域等） 

第２５条 法第５２条第８項第１号の規定により，都市計画審議会の議を経て指定する区

域は，旧灘崎町及び旧瀬戸町の区域内の，第１種住居地域，第２種住居地域，準住居地

域，準工業地域，近隣商業地域及び商業地域とする。 

２ 法第５２条第８項の規定により別に定めた数値は，次のとおりとする。 

Vr＝Vc×［１＋｛〔３／（３－R）－１〕×０．４｝］ 

この式においてVr，Vc及びRは，それぞれ次の数値を表すものとする。 

Vr 法第５２条第８項に規定する別に定めた数値 

Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率 

R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合。た

だし，住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が４分の１

未満の場合は０とする。 

（用途地域の指定のない区域の容積率，建ぺい率及び建築物の各部分の高さ） 

第２６条 法第５２条第１項第６号，法第５３条第１項第６号，法第５６条第１項第１号

及び法別表第３第５号（に）欄並びに法第５６条第１項第２号二に規定する，特定行政

庁が都市計画審議会の議を経て定める数値は，次の各号に掲げるものとする。 

（１） 建築基準法第５２条第１項第６号に規定する数値 ２０／１０ 

ただし，旧灘崎町及び旧瀬戸町の区域は１０／１０とする。 

（２） 建築基準法第５３条第１項第６号に規定する数値 ６／１０ 

ただし，市道高松稲荷１２号線地先（高松稲荷４８１番地）から市道高松稲荷７号



線地先（高松稲荷６８１番地）までの市道高松稲荷高松線（高松稲荷参道）の道路境

界から３０mの区域内は７／１０とし，旧灘崎町の区域は５／１０とする。 

（３） 建築基準法第５６条第１項第１号及び同法別表第３第５号（に）欄に規定する

数値 １．５ 

（４） 建築基準法第５６条第１項第２号二に規定する数値 ２．５ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，昭和４８年７月１日から施行する。 

（用途地域等に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際，現に建築基準法の一部を改正する法律（昭和４５年法律第１０

９号。以下「改正法」という。）附則第１３項の規定による改正前の都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第２章の規定による都市計画において定められている用途地域

に関しては，改正法の施行の日（昭和４６年１月１日）から起算して３年を経過する日

までの間は，この規則による改正前の岡山市建築基準法施行細則は，なおその効力を有

する。ただし，３年を経過する日以前に改正法附則第１３項の規定による改正後の都市

計画法第２章の規定により，当該都市計画について用途地域が決定されたときは，この

限りでない。 

附 則（昭和５１年市規則第９号） 

この規則は，昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年市規則第６７号） 

この規則は，昭和５２年１２月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年市規則第７号） 

この規則は，昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年市規則第７号） 

この規則は，昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年市規則第１号） 

この規則は，昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年市規則第６号） 



この規則は，昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年市規則第１６号） 

この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年市規則第７０号） 

この規則は，昭和６２年１月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年市規則第８８号の２） 

この規則は，昭和６２年１１月１６日から施行する。 

附 則（昭和６３年市規則第１号） 

この規則は，昭和６３年２月１日から施行する。 

附 則（平成元年市規則第８号） 

この規則は，平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年市規則第１１号） 

この規則は，平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年市規則第１５号） 

この規則は，平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年市規則第５８号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成５年６月２５日から施行する。 

（用途地域に関する経過措置） 

２ この規則の施行の際，現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４

年法律第８２号。以下「改正法」という。）第１条の規定による改正前の都市計画法（昭

和４３年法律第１００号）第２章の規定により定められている都市計画区域内の用途地

域に関しては，改正法附則第４条の規定が適用される間は，この規則による改正前の岡

山市建築基準法施行細則は，なおその効力を有する。 

附 則（平成６年市規則第１３２号） 

この規則は，平成６年９月１日から施行する。 

附 則（平成８年市規則第８８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 



附 則（平成１１年市規則第１２１号） 

この規則は，公布の日から施行し，同日前に申請のあつた許可等又は確認の申請につい

ては，なお従前の例による。 

附 則（平成１２年市規則第６４号） 

この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年市規則第１７６号） 

この規則は，平成１２年９月２９日から施行する。 

附 則（平成１２年市規則第１９６号） 

この規則は，平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年市規則第１６５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年市規則第１０６号） 

この規則は，平成１４年５月１日から施行する。 

附 則（平成１５年市規則第２６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年市規則第３０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

（建築確認事務等手数料の減免に関する経過措置） 

２ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号），都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号），都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく事業その他の公共事業の施

行により移転されるもののうち，この規則の施行前に締結された当該移転に関する補償

契約に係るものについては，この規則による改正後の第３条の規定にかかわらず，平成

１７年３月３１日までの間は，当該事業より補償の対象となった建築物の延べ床面積か

ら算出された確認事務等手数料の額で，確認事務等手数料として補償されなかった額を

減額又は免除することができる。 

附 則（平成１７年市規則第１７４号） 

この規則は，平成１７年３月２２日から施行する。 



附 則（平成１８年市規則第７６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年市規則第２９０号） 

この規則は，平成１９年１月２２日から施行する。 

附 則（平成１９年市規則第２８３号） 

この規則は，建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第９１号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成１９年市規則第３０８号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年市規則第２９号） 

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年市規則第１３８号） 

この規則は，平成２１年６月４日から施行する。 

附 則（平成２２年市規則第１６４号） 

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年市規則第１３２号） 

この規則は，平成２７年６月１日から施行する。 

附 則(平成２８年市規則第１８０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の岡山市建築基準法施行細則（以下「新規則」という。）第１１条第３項の規

定にかかわらず，改正前の岡山市建築基準法施行細則第１１条第３項の規定により平成

２８年に報告を行った新規則第１１条第１項第５号及び第６号に掲げる建築物につい

ては，平成２９年の報告を要しないものとする。 

３ 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国土交通省令第１０号）附

則第２条第４項の規定により読み替えて適用する同令第１条の規定による改正後の建築

基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第６条第１項の規定により市長が定め

る報告の時期は，初回の報告については平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日



までとする。ただし，平成３０年４月１日から平成３０年５月３１日までの間に初回の

報告を行う者に係る２回目の報告の時期は，平成３１年４月１日から平成３１年５月３

１日までの間であり，かつ，前回報告した日から１年を超えない日とする。 

附 則(令和３年市規則第６０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は，当分の間，

所要の調整をして使用することができる。 

附 則(令和５年市規則第７号） 

  この規則は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年市規則第６４号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和７年７月１日から施行する。 



別表１（第５条関係） 

図書の種類 明示すべき事項 

附近見取図 方位，道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺及び方位，敷地の境界線，敷地内における建築物の位置及び

申請に係る建築物と他の建築物との別，土地の高低，敷地と敷地

の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部

分の高さ並びに敷地の接する道路の位置，幅員及び種類 

各階平面図 縮尺，方位，間取り，各室の用途及び床面積，壁及び筋かいの位

置及び種類並びに通し柱及び開口部の位置 

２面以上の立面図 縮尺，間口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造 

２面以上の断面図 縮尺，床の高さ，地盤面，各階の天井の高さ，軒及びひさしの出

並びに建築物の各部分の高さ 

 

別表２（第５条関係） 

図書の種類 （あ） 対象区域の土地の公図の写し（法務局備え付けのもの） 

（い） 対象区域の土地の登記事項証明書 

（う） 同意又は合意した者の印鑑証明書 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 

 









 





様式第１号から様式第１号の３まで 削除 

様式第２号（第５条関係） 

様式第２号の２（第５条関係） 

様式第２号の３（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

様式第９号（第１４条関係） 

様式第１０号（第１４条関係） 


